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公の施設の使用料に関する基本方針の 

策定について 



 

 



 

 

意見等の募集結果 

 

１ パブリック・コメント手続の期間 

平成31年４月８日（月）から令和元年５月７日（火）まで 

 

 

２ 意見の提出者数と意見件数 

提出者数 17人  意見件数 48件 

 

 

３ 提出方法別の意見提出者数 

提出方法 提出者数 

直接持ち込み ３人 

郵送 ３人 

ファクス  ２人 

電子メール   ９人 

合  計   17人 
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４ 提出された意見の概要及び市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 

１ 使用料に関する基本方針の必要性 ２件 

① 

 
公共施設は原則として誰でも使

用できるため、初めから公平であ

る。使用しない人もいるから受益者

負担の原則を導入するのでは論理

が逆転している。利用者を増やすこ

とに努めることは、健康で文化的な

街を作ることにもなり、ひいては経

費の上からの改善も図れると思う。 
 

ご意見のとおり、公共施設は市民のた

めの施設であるため公費によって整備や

大規模改修を行っています。この他に、

施設の運営経費が生じますので、その分

は施設を利用していただいている方に一

定の負担をお願いする必要があると考え

ています。 

② 

この基本方針の行政上の位置づ

けは、どのようになるのか。恣意的

な運用や改変などを避けるため、条

例・規則等のように制度的に安定し

たものとすべきではないか。 

 
基本方針は、行政計画と同等の個別行

政分野における施策の基本方針として策

定しており、特に重要なものとしてパブ

リック・コメント手続を行っています。

従って、この基本方針の方向性に変更が

伴う改定を行う際には、再度、パブリッ

ク・コメント手続を実施してまいります。 
 

２ 対象施設の考え方 14件 

③ 

 
対象施設の考え方では、もっぱら

法令を基準に利用者が費用負担す

る対象施設を考えているが、まちづ

くりの観点から行政サービスを保

持する観点も追加するべきであり、

その結果、無料が適当となる施設も

存在すると考える。 
 

 
ご指摘のとおり、基本方針では法令を

基準に対象施設を定めています。方針で

は、施設の目的や政策的な必要性などに

よって使用料の調整が行えることとして

います。 
 

④ 

 
施設が無料なのは他市に誇れる

ものである。現在無料の施設は、そ

のまま無料にしてほしい。 
 

老朽化が進んだ施設を維持し、今後も

継続してきめ細かいサービスを提供して

いくためには、施設の目的や役割を踏ま

えた上で、施設を利用される方に経費の

一部を負担していただく必要があると考

えています。 
⑤ 

 
施設の運営にあたり、財政的に大

変だと思うが、経済的に大変な利用

者もいるため、コミセン・青少年セ

ンターは無料を継続してほしい。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

⑥ 

 
公民館活動は、より多くの市民が

気楽に利用し、交流できる場として

重要な役割を持っており、今後は、

高齢者が増え、市が提唱している

「フレイル予防」に直結する。利用

内容で有料・無料を分けるのは、照

明や空調の利用時間は共通であっ

ても、水やガス、ピアノを使うから

など些細な問題で差別するのも公

民館活動の趣旨に反する。利用料金

を安くすればこれに必要な人件費

で赤字になり、高くすれば利用者が

激減し赤字になり、担当者を増やさ

ないでやれば労働強化になる。これ

らの理由からコミュニティセンタ

ーの会議室等は、引き続き、無料に

してほしい。 
 

老朽化が進んだ施設を維持し、今後も

継続してきめ細かいサービスを提供して

いくためには、施設の目的や役割を踏ま

えた上で、施設を利用される方に経費の

一部を負担していただく必要があると考

えています。 

ご意見のとおり、コミュニティセンタ

ーについては、社会教育施設という役割

や性質を踏まえた上で、検討してまいり

ます。 

なお、基本方針のとおり、現在無料の

コミュニティセンターなどは、使用料を

徴収するために生じる経費が収入を上回

る場合には料金の設定は行いません。 

⑦ 

 
コミュニティセンターは住民の

福祉を増進する目的をもってその

利用に供するための施設として設

置されているものと思う。高齢化が

進む中、多くの市民が自発的に参加

して交流する場が大切であること

から、同施設は無料としてほしい。 
 

⑧ 

 
コミュニティセンターは社会教

育法に位置付けた社会教育施設で

あり、住民自治の拠点となる施設で

ある。利用に際しては無料もしくは

低料との基準が示されているので、

法律及び運営基準上、徴収すること

が適切でない施設として位置付け、

現行通り無料としてほしい。 
 

⑨ 

 
コミュニティセンターなどの有

料化により、活動費が圧迫され、そ

の分を演劇入場の料金に転嫁せざ

るを得なくため、現在無料の施設は

無料を継続してほしい。≪８件≫ 
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№ 意見の概要 市の考え方 

３ 駐車場以外の施設 ８件 

⑩ 

受益者負担の原則から施設の有

料化は良いと思うが、利益と税の二

重負担は良いとは言えない。ホテル

の 1/3程度以下とするか、委託費と

光熱費を面積按分で単価を設定し

てほしい。 

 
施設を利用される方には税と使用料を

ご負担いただきますので、基本方針では

公費負担と使用料負担を明確にしていま

す。 

ご提案いただきました単価設定につき

ましては、施設ごとの使用料を算出する

際の参考とさせていただきます。 
 

⑪ 

性質別負担割合は恣意的にしか

決められないのではないか。また、

使用料の調整の項目で様々な調整

が図られることになっており、妥当

性の判断は簡単にはできないので、

市民の意見を重視してほしい。 

 
性質別負担割合は、施設の設置目的や

提供サービスの種類等から分類するもの

です。 

基本方針に基づき計算された使用料を

機械的に設定するのではなく、同種・同

類施設の使用料、近隣自治体や民間施設

の使用料を参考に妥当な料金設定となる

よう検討してまいります。 
 

⑫ 

 
基本方針２ページ下段の図にあ

る「その他事業に係る経費」や「対

象原価」に何を含むのか、どう計算

されるのかが明らかにされていな

い。 
 

ご意見のとおり、各経費に何が含まれ

るのかが分かりづらいことから、詳細の

説明を基本方針に追記します。 

⑬ 

 
複合施設の共同利用設備等によ

る施設間の共通経費の扱いなども

含め、公費負担分と利用者負担分と

の整理方法など、もう少し具体的に

示すべきではないか。 
 

複合施設の共同利用部分については、

原則、面積按分をもとに算出しています

が、施設によって状況が異なることから、

基本方針には定めず、個別の計算の中で

調整してまいります。 

⑭ 
使用料の計算過程について公開

される方針が必要ではないか。 

 
使用料の算定においては、基本的に公

開できる情報を基に計算等を行っていま

すので、基本方針に公開について定める

ことは考えていません。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

⑮ 

 
形態別の使用料の算出には、対象

原価や年間利用者数については「原

則として、前回の見直しから直近ま

での期間の平均値で算出」とある

が、前回の見直しとは何時のことを

指すのか。 
 

 
ご意見のあった箇所は、今後の見直し

サイクルを定めているものです。 

今回は新たに基本方針を定めています

ので、この方針に基づき初めての算出を

行うことになります。 

なお、今回の使用料算出においては、

直近３～４年の平均値により算出しま

す。 
 

⑯ 

利用率が低い施設については、利

用率が低い分を公費で賄っている

が、基本方針では運営費の 75％を

利用料で賄うとなっている。これは

利用率が低くて公費で賄っていた

分を市民に負担させることになる

ので、現行の利用率をベースに、こ

れまで利用率が低くて公費で賄っ

ていた部分は、そのまま公費で賄う

べきであり、地域住民等から施設の

有効活用に関する意見等をもらっ

て検討すべきではないか。また、市

民負担は 40％以下にしてほしい。 

 
基本方針では、運営費の 75％を負担し

ていただくものではなく、全利用時間の

うち 75％が使われるものとして使用料

を算出することとしています。これは、

実態としての利用率が 75％以下の施設

もあるため、料金が著しく高くならない

ように全施設で統一しているものです。 

さらに、性質別負担割合や各調整によ

り適切な料金を算出してまいります。 

ご提案いただきました施設の有効活用

につきましては、今後の利用率の向上に

繋がる取り組みを行っていく上での参考

とさせていただきます。 
 

⑰ 

 
ロビーやエレベーターホールな

どが広かったり、冷暖房が全館一体

管理になっていたり、非効率な設備

になっている。運営費の削減を図れ

る設備投資を優先して行い、効率的

な運営費となるよう改善してほし

い。 
 

 
施設内を一体管理する冷暖房は、工事

等が比較的簡単であることや施設の規模

によっては個別空調よりも効率的な場合

もありますので、今後も施設の状況に応

じて、適切な設備投資をしてまいります。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

４ 駐車場使用料の算定 ８件 

⑱ 

 
駐車場使用料の算定は、判断する

尺度が記されていない。近隣施設の

バランスにおいて、近隣の範囲はど

こまでか、使用料のバランスはどの

程度まで調整するのか、何かしらの

尺度を基本方針に記すべきではな

いか。 
 

 
駐車場使用料の算定における近隣施設

とのバランスについて、各施設の所在地

によって近隣駐車場の設置状況が異なる

ため、一律の尺度を設けるべきでは無い

と考えます。 

市の駐車場使用料が低ければ民業圧迫

になる可能性があり、逆に高ければ市の

駐車場が利用されなくなってしまう可能

性があることから、施設ごとの現状に応

じて調整してまいります。 
 

⑲ 

 
駐車場の利用について、１時間以

内無料、施設利用者は１回あたり

100円程度にしてほしい。 
 

⑳ 
これまで無料であった駐車場は、

そのまま無料にしてほしい。 

 
今後も継続してきめ細かいサービスを

提供していくためには、駐車場について

も原則有料化するべきと考えます。 

現在無料の駐車場については、周辺の

民間施設への影響や有料化にかかるコス

トと収入見込みなど個々の施設の現状を

踏まえた検討を行ってまいります。 
 

㉑ 

駐車場の有料化により、一般利用

者が増加するため施設利用者に影

響が出るため、無料を継続してほし

い。≪５件≫ 
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№ 意見の概要 市の考え方 

５ 使用料の調整 ５件 

㉒ 

 
コミュニティセンターの使用料

は、他都市を参考にするとともに本

市の地域性などを考えると 4.5 円

／㎡・1時間にしてほしい。そのほ

か、ピアノ 1,500円、音響 500円、

和室 200 円を１回あたりの使用料

にしてほしい。 
 

 
使用料の算出においては、対象原価に

基づき使用料を算出した上で、近隣自治

体や民間施設と比較を行い、必要に応じ

て調整を行います。 

ご提案いただきました料金案につきま

しては、施設ごとの使用料を算出する際

の参考とさせていただきます。 
 

㉓ 

文化会館やはまゆう会館のホー

ルの現状料金が高く負担が大きく

利用しづらいので引き下げてほし

い。 

 
ご意見の施設を含め、施設の使用料の

検討を行う際は、近隣自治体の同類施設

料金との比較を行い、適切な料金を設定

してまいります。 
 

㉔ 

現在、ヴェルクよこすかでの飲食

が伴う会合時の使用料は上乗せて

いるが理由がわからないため廃止

してほしい。 

 
基本方針では、施設の利用実態に応じ

て各種条件により料金差を設定できるこ

ととしています。 

いただきましたご意見は、施設ごとの

使用料を算出する際の参考とさせていた

だきます。 
 

㉕ 

個々の施設の有料化については、

利用者との間で協議会をもってル

ール作りをしてほしい。 

 
基本方針を策定する目的の一つに、市

の同類施設における料金のバラつきを是

正することがあります。 

このため、有料化については、統一し

たルールに基づいて算出するのが望まし

いと考えます。 
 

㉖ 

 
附属設備使用料について、「別途

使用料を設定できる」とだけ記載し

ており、結局は各施設任せで統一的

な考えがない。耐用年数等に応じた

常識的な使用回数を設定し、積算結

果が高額になれば補正する方針を

規定すべきではないか。 
 

 
附属設備の使用料につきましては、基

本的には、ご意見のとおり算出すべきと

考えています。 

しかし、附属設備は施設以上に多種多

様であり、個別の施設の事情によるもの

も多いことから、統一した基準には馴染

まないと考えています。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

６ その他 ８件 

㉗ 

活動実績のある団体や介護・福祉

に関する団体には、審査により減免

措置を行ってほしい。また施設使用

料に対する補助金を設けてほしい。 

 
基本方針では、施設の設置目的や状況

等を総合的に判断し、個々の施設ごとに

減免措置を設定できることを定めていま

す。 

また、減免措置を設定できることとし

ていることから、補助金制度を設けるこ

とは想定していません。 
 

㉘ 

施設の管理経費がかかること、受

益者負担という考え方も理解でき

るが、コミュニティセンターや駐車

場の使用に関しては無料を継続す

ることを基本としてほしい。もし、

有料化が避けられない場合は、市の

委託事業などによる使用ついては

減免してほしい。 

 
老朽化が進んだ施設を維持し、今後も

継続してきめ細かいサービスを提供して

いくためには、施設を利用される方に経

費の一部を負担していただく必要がある

と考えていますので、この方針に基づい

て、適切な料金設定を検討してまいりま

す。 

また、市の委託事業については、減免

の適用など、適切な対応について検討し

ます。 
 

㉙ 

 
市民がボランティア的に施設を

活用して福祉に関わる事業を行う

場合は減免措置を行い、市民のボラ

ンティア活動を支えるようにして

ほしい。 
 

基本方針では、施設の設置目的や状況

等を総合的に判断し、個々の施設ごとに

減免措置を設定できることとしていま

す。 

いただきましたご意見は、施設ごとの

使用料を算出する際などの参考とさせて

いただきます。 ㉚ 

 
現在有料の施設においても、障害

者等への割引を拡大し、現行のよう

に安価で長時間利用できるように

することともに、現行料金より引き

上がらないようにしてほしい。駐車

場の減免は幅広く対象となるよう

にし、広報も十分に行ってほしい。 

また、車いす以外の配慮が必要な

人も停められる優先駐車場の設置

を増やすべきである。 

総合福祉会館については、現行の

障害者団体等の優先予約利用及び

利用料の減免制度と駐車場の無料

を維持してほしい。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

㉛ 

 
これまで無料であった施設につ

いては、全ての施設を一律に有料に

するのではなく活動内容によって

は無料とするよう、明確な基準と２

段階の利用料金制を定めてほしい。 
 

これまで無料であった施設は、方針に

基づいて、適切な料金設定や有料化を検

討してまいります。その上で、施設の状

況に応じて減免措置を検討してまいりま

す。 

㉜ 

 
料金を納める側も受け取る側も

複雑にならないよう、徴収方法も簡

略化してほしい。徴収費用が利用料

を上回るならば有料化の意味がな

いのではないか。 

 
ご意見のとおり、徴収方法の簡略化に

ついても併せて検討してまいります。 

また、基本方針のとおり、現在無料の

施設は、使用料を徴収するために生じる

経費が収入を上回る場合には料金の設定

は行いません。 
 

㉝ 

 
公の施設や駐車場は、災害などで

市民の命を守るために必要な場合

の使用料は免除すべき。このこと

は、個々の施設の基準に定めるほ

か、基本方針にも明確に規定する必

要があるのではないか。 
 

有事の際は、災害対応が優先となり、

使用料は発生しません。 

方針は通常の施設利用における料金設

定の考え方を定めるものです。 

㉞ 

指定管理の施設の利用料に関し

ては、指定管理者と協議することに

なっているが、結果として市民への

利用料負担が増えることになる。指

定管理施設もそれ以外の施設と統

一すべきではないか。 

 
指定管理施設の算出方法は、それ以外

の施設の算出方法と同一で、統一されて

います。 

指定管理者は、利用料金による収入に

見合った支出となる事業を提案している

ため、使用料の値上げや値下げによって

収支が成り立たなくなる恐れがあること

から、協議することとしています。 
 

７ 使用料の見直し時期について １件 

㉟ 

使用料の見直し時期についての

中で、「行政改革プランの見直しに

合わせて、新たに使用料を試算し、

検討を行う」とあるが、「第３次横

須賀市行政改革プラン」と正式名称

にすべきではないか。 

 
「行政改革プラン」は、行政改革大綱

に位置付くもので正式な名称です。ご意

見のとおり、現在は「第３次」ですが、

計画期間が４年間であるため、次期見直

し時には「第４次」を策定することにな

ります。基本方針には「行政改革プラン

の見直しに合わせて」と表記しており、

分かりづらい点があることから、「行政改

革プランの策定に合わせて」に修正しま

す。 
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№ 意見の概要 市の考え方 

８ 基本方針以外へのご意見 ２件 

㊱ 

 
自動販売機の料金を値下げする

と利用が増えるのではないか。 
 いただきましたご意見は、今後の施設

運営の中での参考とさせていただきま

す。 
㊲ 

 
集会室等は、利用効率の向上や負

担軽減のため、ネット等で仕切り、

複数利用できるようにしてほしい。 
 

 


